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第４章  登録情報を変更する場合 

登録情報に変更が生じた場合、電子情報処理組織変更届出（以下、「変更届出」といいます）を行い

ます。 

（事業者・担当者情報の変更及び事業所の追加・変更・削除） 

 

 

変更届出の提出 

○ 変更届出 

１.（１）変更届出作成 

２.受理の確認 

（2）変更届出の保留（保存） 

※（都道府県等で受理が行われた後） 
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1． 変更届出作成 

（１） 変更届出作成 

① ログイン後、トップメニューの「2-1．登録情報変更（担当者、事業者情報等の変更）」をク

リックします。 
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② 「登録情報の変更」ボタンをクリックし、登録情報の変更画面に遷移してください。 

なお、選択欄は、変更が可能な使用届出情報が自動で選択されています。 

そのまま変更届出を入力することも、再選択することも可能です。 

※選択をそのままで変更届出を提出しても、変更内容に応じて届出が必要な自治体にの

み提出されます。 
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③ 変更日欄に実際に変更が行われた日を入力し、変更が必要な項目を修正してください。 

 

  

４ 

５ 

Ａ 

３ 
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Ａ. 「最新の排出量等届出情報を反映」ボタンをクリックすると、最新の排出量等届出の情報

に置き換えることができます。（電子で提出した最新の排出量等届出が対象。過去に電子

による排出量等届出を行っていない場合は、ボタンは表示されません。） 

 「元に戻す」ボタンをクリックすると、使用届出の登録した情報に戻ります。 
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④ 事業所の追加は、「事業所追加」ボタンをクリックします。 

 

「事業所追加」ボタンをクリックし、次画面で事業所情報を入力します。 

入力後、「追加」ボタンをクリックします。 

 

事業所一覧に追加した事業所が表示され、区分欄には追加と表示されます。 

他にも事業所を追加する場合は、④を繰り返してください。 

 

※使用届出が未登録である自治体へ事業所を追加する場合、新規自治体の追加を行うこと

で追加することができます。新規自治体の追加を行う場合は、第３章１．（1）使用届出作

成を参照してください。 
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⑤ 事業所情報の変更又は削除を行う場合は、該当事業所名をクリックします。 

 

※「コメント」欄への入力は任意です。 

 

⑥ 事業所情報を変更する場合 

変更が必要な項目を修正し、「更新」ボタンをクリックしてください。 

「更新」ボタンをクリックすると、事業者情報入力画面に遷移し、事業所一覧の区分欄に

「修正」と表示されます。 

なお、「最新の排出量等届出情報を反映」ボタンをクリックすることで、最新の排出量等届

出の事業所情報に置き換えることができます。（電子による排出量等届出を行っていない

場合は、このボタンは表示されません） 

 

⑦ 事業所情報を削除する場合 

「削除」ボタンをクリックします。 

事業者情報入力画面に遷移し、事業所一覧の区分欄に「削除」が表示されます。 

 

・「キャンセル」ボタンをクリックすると、修正内容を取り消して、事業者情報入力画面へ戻りま

す。 

・「元に戻す」ボタンをクリックすると、修正する前の内容に戻ります。 

 

  



 35 

⑧ 「入力内容確認画面へ」ボタンをクリックします。 

 

入力内容を一時的に保留（保存）する場合は、第４章１．（２）変更届出の保留（保存）を参

照してください。 

 

⑨ 次画面で確認します。変更前後の内容が表示されます。 

「この内容で提出する」ボタンをクリックすると、変更届出が都道府県等に送信されます。 

 

当画面の「印刷」ボタンをクリックすると、届出の内容がＰＤＦ形式で出力されます。 

複数の都道府県等に変更届出を提出する場合は、１つにまとめて出力されます。 

なお、印刷は一覧画面に戻ってからも可能です。 
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⑩ 本画面が表示されたら、変更届出の提出は完了です。 

届出先を選択すると、都道府県等の問い合わせ先が表示されます。 

「一覧へ戻る」ボタンをクリックすると、登録情報変更（担当者、事業者情報変更）画面に

戻ります。 

 

 

⑪ 確認後、PRTR 届出システムをログアウトしてください。変更届出が都道府県等に受理さ

れると、担当者へ電子メール（受理）が送信されます。特に処理を行う必要はありません

が、受理の確認は第３章２.受理の確認を参照してください。 
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（２） 変更届出の保留（保存） 

① 作成途中の変更届出を一時的に保存しておくことができます。 

作成画面の「保留」ボタンをクリックします。 

 

 

② 処理状況欄が「入力途中・保留」となります。 
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③ 保留中の変更届出の処理を再開する場合は、変更届出一覧から選択して処理します。 

ログイン後、トップメニューの「2-1．登録情報変更（担当者、事業者情報等の変更）」をク 

リックします。 

 

 

保留の届出を選択し、「登録情報の変更」ボタンをクリックします。 
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保留中の作成画面が表示されます。前回に続けて入力してください。 

以降の手順については、第４章１．（１）変更届出作成 ③以降と同様になります。 

 

 

④ 保留中の変更届出を削除する場合は、変更届出（事業者情報入力）で「届出削除」ボタ

ンをクリックします。 

保留中の変更届出が削除され、「登録情報変更（担当者、事業者情報変更）」画面に戻

ります。「登録情報変更（担当者、事業者情報変更）」画面の一覧からも削除されます。 
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削除の処理後に、一覧から消去されます。 
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2． 受理の確認 

都道府県等が「変更届出」を受理すると電子メールで通知されます。受理の確認をＰＲＴＲ届出システ

ムで行います（特に処理は必要ではありません）。 

確認の操作手順は第３章２．受理の確認と同様になります。 

  


